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区民の皆様へ 

 

本格的な地方分権の時代を迎え、地方自治体が主体性と自立性を高め、自己決定・自

己責任の原則のもとに経営されるためには、経営力を強化するとともに、財政の全領域

に対する説明責任と受託責任を果たすことが求められております。 

また、荒川区基本構想に掲げる目指すべき将来像「幸福実感都市あらかわ」の実現の

ためには、限られた財源を重点的かつ効果的に投入するとともに、真の費用対効果を見

極め、徹底した事業の見直しによる行財政運営のさらなる効率化・適正化が不可欠です。 

こうした状況のなか、区では、コスト意識の醸成に合わせ、低コストで高品質の区民

サービスの提供を目指すべく、いちはやく公会計改革に取り組んでまいりました。 

平成 19 年３月に「自治体公会計改革宣言」を行い、平成 20 年９月には、総務省方式

改訂モデルによる財務書類を作成、公表しました。さらに、平成 28 年度からは、より

精緻な分析が可能となる東京都方式による新公会計制度に移行したことにより、財務情

報を事務事業の分析や施設運営の改善等に活用してまいりました。 

令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大局面が続く中において、区民の皆様

の命と安全・安心を守ることを最優先に、必要な対策について迅速かつ着実に実行して

まいりました。コロナ禍における厳しい財政状況の中にあっても、特別定額給付金や子

育て世帯に対する臨時特別給付金などの各種給付事業、区内医療機関や介護・福祉施設、

中小企業者への支援、感染防止対策の強化を行うなど、様々な新型コロナウイルス感染

症対策を実施し、区民の皆様の強い期待に応えられるよう、区として最大限取り組んで

きたところです。本報告書は、このような区の取組の結果を、財務情報等から明らかに

したものになります。 

今後も、地域社会を構成する区民、議会、団体、事業者等すべてのステークホルダー

にとって、真に有益な財務情報を提供するため、新公会計制度の充実を図ってまいりま

す。 

 

荒川区長  西川 太一郎   
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第１部 概要 
 

１ 公会計改革の趣旨 
 

全ての地方自治体では、歳入歳出決算書を作成・公開しており、この決算方法は、「単式 

簿記・現金主義」会計で行われています。「単式簿記・現金主義」会計とは、現金の収入・ 

支出という事実に基づいて（現金主義）、ひとつの取引について現金の収支のみをとらえ記 

帳する方法（単式簿記）のことを言い、「官庁会計」とも言われます。 

支出には、公共施設の建設等将来に効果が及ぶような公共投資や借入金の返済、現在の 

行政サービスを行うための施設の維持管理費用といったように様々な性質がありますが、 

官庁会計による決算では、これら性質の違う支出が同じように計上されていきます。また、

公共施設における減価償却費のような現金の支出を伴わないコストを把握することができ 

ず、さらに「荒川区の資産はどれだけあるのか」、「荒川区が将来にわたって負担しなけれ 

ばならない負債はどれだけあるのか」といった情報を一括して把握することができません。

これらの情報を整理し、将来求められる債務の負担を明らかにするとともに、資産の内容 

を適切に把握し公共施設等の再投資に備えることは、地方自治体にとって重要な課題です。 

そこで荒川区は、「地方自治体に経営の視点を定着させること」、「地方自治体の情報開示 

をより一層向上させること」を目的に、平成 19年３月に「自治体公会計改革宣言」を行い 

ました。そして、平成 19 年度決算から決算統計を用いた総務省方式改訂モデルによる財務 

諸表を作成し、ストック情報やコスト情報を把握する企業会計の手法である「発生主義」 

による決算方法を、「現金主義」会計に加えて取り入れることといたしました。 

 

＜現金主義と発生主義の関係＞ 

 

 

 

資産 

 負債 

 正味財産 

 
コスト 

 
収入 非現金 

支出 

非現金 

収入 

 

 

歳入歳出決算書 

 

発生主義に基づく見えないコスト等 

貸借対照表（ストック情報）

行政コスト計算書（コスト情報）財産に関する調書 

現金収入 

（歳入） 

現金支出 

（歳出） 
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その後、平成 27 年度まで総務省方式改訂モデルによる財務諸表を作成してまいりましたが、

総務省方式改訂モデルは、普通会計として集計された決算統計の数値を基にするため、区全

体の財務諸表に留まるほか、検証可能性や資産情報の精度にも課題がありました。 

このような課題に対し、この取組をさらに精緻に行うため、固定資産台帳を整備し、平成

28年度に日々仕訳の複式簿記を用いる東京都方式に基づく新公会計制度を導入いたしました。 

これは、官庁会計に「複式簿記・発生主義」会計という企業会計的な手法を取り入れるこ

とで、「単式簿記・現金主義」会計のメリットである適切な予算執行、出納管理を行うととも

に、従来の官庁会計では把握し難かったストック情報やコスト情報を明らかにし、自治体運

営における経営の視点を強化するとともに、住民や議会への説明責任を強化し、行財政運営

の更なる充実を図っていくことを目的とした、公会計改革の趣旨を具体化する制度です。 

区の財務諸表は、①貸借対照表、②行政コスト計算書、③キャッシュ･フロー計算書、④正

味財産変動計算書の４表（以下、「財務書類４表」と言います。）と「有形固定資産及び無形

固定資産附属明細書」及び「注記」で構成しています。 

区では、作成した財務書類４表を基に、区全体の決算を表示し分析するほか、日々仕訳に

より作成が可能となった事業別の財務諸表を用いて、行政評価においても、政策別や施策別、

事業別等に活用していき、新しい公会計制度による毎年の決算を重ねることにより、公会計

改革の更なる推進に取り組んでいきます。 

 

＜財務書類４表と歳入歳出決算書の関連図＞ 

 

資産 

（現金預金） 

… 

… 

… 

 

負債 

正味財産 

費用 

収入 

当期収支差額 

行政サービス活動収支差額 

財務活動収支差額 

前年度からの繰越金 

形式収支 

前期末残高 

当期変動額 

（当期収支差額） 

当期末残高 

①貸借対照表 ②行政コスト計算書 

③ 計算書 ④正味財産変動計算書 

｜ 

 

＋ 

＝

歳入決算額 

歳出決算額 

歳入歳出差引残額 

(歳入歳出決算書) 

＝ 

＋ 

＝ 
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＜財務書類４表への計上例＞ 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 官庁会計では、現金の出入りのみを記帳するため、自動車を購入した年度のみに支出 

が記録されます。他方、新公会計制度においては取得年度に資産（重要物品）として計 

上し、翌年度以降自動車の耐用年数にわたって各年度に減価償却費（費用）を配分し、 

その分を貸借対照表の資産から差し引くため、資産の現在価格が明らかになります。 

 

資産 

（現金預金） 

② －100 万円 

… 
（重要物品） 

① ＋100 万円 

 負債 

正味財産 

 
費用 

収入 

当期収支差額 

行政サービス活動収支差額 

社会資本整備等投資活動収支差額 

（投資的経費） 

③ ＋100 万円 

財務活動収支差額 
 

前年度からの繰越金 

形式収支(収入－支出) 

－100 万円 

前期末残高 

当期変動額 

 

（当期収支差額） 

当期末残高 

貸借対照表 行政コスト計算書 

キャッシュ・フロー計算書 正味財産変動計算書 

＋ 
 

＋ 
 

＝ ＝ 

例１ 100 万円の自動車を購入するとき 

自動車を購入し、100 万円を支出 ⇒ 「100 万円の支出」のみを把握 

従来の会計制度（官庁会計）の考え方では… 

 

新公会計制度の考え方では… 

（１） 自動車が納品されたとき 

翌年度以降、償却後

の現在価格を計上 

「重要物品」が 100 万円増加…① 

貸借対照表 

（２） 現金を支払ったとき 

貸借対照表 

現金が 100 万円減少…② 

キャッシュ・フロー計算書 

「社会資本整備等投資活動収支差額」の

「投資的経費」が 100 万円増加…③ 

翌年度以降、 

減価償却費を計上 
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取引事由発生や取引の度、紹介した２つの例のように記帳していくことで、情報が積み上

げられ、財務書類４表が作成されます。 

 

 

資産 

（現金預金） 

② ＋500 円 
… 

 負債 

正味財産 

＋500 円 

 
費用 

収入 

(使用料及び手数料) 

① ＋500 円 
当期収支差額 

＋500 円 

行政サービス活動収支差額 

（使用料及び手数料） 

③ ＋500 円 

社会資本整備等投資活動収支差額 

財務活動収支差額 

前年度からの繰越金 

形式収支(収入－支出) 

＋500 円 

前期末残高 

当期変動額 

 
（当期収支差額） 

＋500 円 

当期末残高 

＋500 円 

貸借対照表 行政コスト計算書 

キャッシュ・フロー計算書 正味財産変動計算書 

＋ 
 

＋ 
 

例２ 500 円の使用料を現金で収入するとき 

使用料及び手数料 500 円（収入を決定したとき「調定」、収入したとき「収入」） 

従来の会計制度（官庁会計）の考え方では… 

新公会計制度の考え方では… 

（１）使用料を収入することが 

決定したとき  
「使用料及び手数料」が 500 円増加…① 

行政コスト計算書 

（２） 実際に現金で収入があったとき  

 

 

貸借対照表 

資産として現金が 

500 円増加…② 

キャッシュ・フロー計算書 

「行政サービス活動収支差額」の 

「使用料及び手数料」が 500 円増加…③ 

＝ ＝ 
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２ 荒川区の現況（プロフィール） 

 

（１）地勢と人口 

【23 区面積図】          【人口等】 

          令和３年４月１日現在 

人口（Ａ） 216,335 人 

住
民
基
本
台
帳 

世帯数合計 117,437 世帯 

人
口 

男性 107,399 人 

女性 108,936 人 

面積（Ｂ） 10.16ｋ㎡ 

人口密度 

（Ａ）／（Ｂ） 
21,293 人／ｋ㎡ 

 

（２）産業構造（平成 26 年 7 月１日現在） 資料：平成 26 年経済センサス-基礎調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）財政状況（令和２年度一般会計） 

 ① 区の資産・負債等について、貸借対照表で説明すると以下のような状況となっ  

   ています。貸借対照表の左側は資産を、右側は負債及び正味財産を表しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

資料：東京都総務局行政部通知「東京都区市町村別 

の面積について」 

資産 

 

4,116 億円 

 負債 284 億円 

 
正味財産 

 

3,832 億円 

 
使う資産 
（例：建物、工作物 

 インフラ資産等） 

 

回収する資産 
（例：収入未済・ 

 貸付金等） 

資産・負債等の状況（令和３年３月 31 日現在） 

あ 
過去および現在の 

世代の負担 
（例：資産形成に係る

補助金・これまで負担

した税金） 

あ 
将来世代の負担 
（例：特別区債・将来

の退職手当見込額） 
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② 区の行政コスト、正味財産、キャッシュ・フローの状況は下図のとおりです。 

 

 

 

③ 区民一人あたりに換算した資産、負債、行政コストの金額は、下図のとおりです。 

 

 

行政コストの状況 

当期収支差額 24 億円 

○行政収支     25 億円 
  行政収入      1,163 億円 

  行政費用      1,138 億円 

○金融収支     △1億円 

 

正味財産変動の状況 

前期末残高 3,787 億円 

＋ 

当期変動額 45 億円  

＝ 

当期末残高 3,832 億円 

税収等・ 

国庫支出金等 

1,195 億円 

特別区債 
25 億円 

前年度からの 

繰越金 

29 億円 

扶助費・ 

物件費等 

1,182 億円 

特別区債元金 

及び利子等 

17 億円 

基金積立金 

26 億円 

形式収支 

23 億円 
基礎的 

財政収支 

 

収入1,248億円 支出1,225億円 

 
 

キャッシュ・フローの状況 

特別収支差額 △1 億円 

通常収支差額 24 億円 

 

区民一人あたりの負債（負債／人口）  13 万１千円 

特別区債や退職給与引当金等、将来の負担を区民一人あたりに換算した金額です。 

区民一人あたりの行政サービスにかかるコスト 

行政収入 53 万８千円（行政収入／人口）＞行政費用 52 万６千円（行政費用／人口） 

行政費用（行政サービスを提供するにあたって必要になる費用）が、 

行政収入（地方税等、行政サービスを提供するための収入）によって賄われていることがわかります。 

区民一人あたりの状況 

区民一人あたりの資産（資産／人口）  190 万２千円 

区の資産を区民一人あたりに換算した金額です。 

※ 基礎的財政収支（プライマリーバランス）に

ついては 18、19 ページ参照 
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